
　農林水産省が優良な棚田を認定する取組「つな
ぐ棚田遺産～ふるさとの誇りを未来へ～」に、菅
山の棚田群が認定されました。菅山地区では、田
や水路などの徹底した維持管理作業が行われてお
り、集落コミュニティによる保全と棚田価値の向
上に寄与したことが評価されたものです。３月
25日にオンライン認定式があり、29日に草村町
長から認定証の交付が行われました。

　南阿蘇村でイチゴ農園を経営している有限会社
木之内農園とロアッソ熊本より南阿蘇鉄道株式会
社へ寄附金が贈呈されました。ロアッソ熊本コラ
ボ商品のイチゴジャムとその売り上げの一部が寄
附され、全線開通の一助にしてほしいとの思いを
述べられました。
　贈呈式にはロアッソ熊本のマスコットキャラク
ター、ロアッソ君も駆けつけました。

　隣接する両市町の地域資源等の特性を活かし、
幅広い分野で交流連携を推進することで、地域活
性化や地方創生、住民サービスの向上、南海トラ
フ沖地震に備えた相互強化を目的として、包括連
携協定を締結しました。

　３月16日（水）に発生した福島県沖地震を受け、
災害時相互連携協定を締結している福島県相馬市
に高森町役場職員２名を派遣しました。
　相馬市では震災による家屋の被害が甚大で派遣
期間終了時点でも依然として罹災調査申請数が全
戸数の40％にあたる約6,000件にも上っており、
引き続き多方面での支援が必要な状況が続いてい
ます。

　令和４年１月18日に逝去された後藤
英範さんに熊本県より特旨叙位が与えら
れました。
　後藤さんは昭和62年から平成27年ま
での約28年の長きにわたり町議会議員
として高森町の発展に尽力され、その功
績に対し贈られたものです。

●職歴等
昭和62年･･4月･ 高森町議会議員当選
平成･･3年･･5月･ 高森町議会建設経済常任委員長
･ 高森町議会企業誘致特別委員会
･ 副委員長
平成･･7年･･5月･ 高森町議会議長
平成11年･･5月･ 阿蘇広域行政事務組合副議長
●受賞歴等
平成15年･･2月･ 自治功労者賞（全国町村議会議長会表彰）
平成27年･･2月･ 自治功労者賞（全国町村議会議長会表彰）
平成28年･･4月･ 旭日双光章（地方自治功労）
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